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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の部品保持部を備えたヘッドと、
　前記ヘッドを移動可能なヘッド移動装置と、
　下面に接続端子を備えた部品を前記部品保持部に供給する部品供給装置と、
　前記部品保持部が保持した前記部品を撮像可能な撮像装置と、
　前記部品の接続端子に転写させるペーストの塗膜を提供する転写装置と、
　第１動作モードに基づいて前記ヘッド、前記ヘッド移動装置、前記部品供給装置、前記
撮像装置及び前記転写装置を制御する制御装置と、
　を備え、
　前記制御装置は、前記第１動作モードでは、前記部品供給装置から供給される前記部品
を前記ヘッドの複数の前記部品保持部に順次保持させた後、前記複数の部品保持部に保持
された部品を前記撮像装置に撮像させ、各部品の画像に基づいて各部品の位置及び／又は
姿勢を認識し、予め各部品の保持ずれによるマージンを見込まずに設定された各部品の転
写エリアで各部品の前記接続端子に前記塗膜が転写されるよう、各部品の位置及び／又は
姿勢に基づいて前記ヘッド及び前記ヘッド移動装置を制御し、その後各部品を基板に実装
する、
　部品実装機。
【請求項２】
　前記制御装置は、前記第１動作モードにおいて、設定された各部品の転写エリアで各部
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品の前記接続端子に前記塗膜を転写した後、各部品を前記基板に実装する前に、前記複数
の部品保持部に保持された部品を前記撮像装置に撮像させ、各部品の画像に基づいて各部
品の前記接続端子に塗膜が良好に転写されたか否かを判定する、
　請求項１に記載の部品実装機。
【請求項３】
　前記制御装置は、前記第１動作モードのほかに第２動作モードに基づいて前記ヘッド、
前記ヘッド移動装置、前記部品供給装置、前記撮像装置及び前記転写装置を制御可能であ
り、前記第２動作モードでは、前記部品供給装置から供給される前記部品を前記ヘッドの
複数の前記部品保持部に順次保持させた後、予め各部品の保持ずれによるマージンを見込
んで設定された各部品の転写エリアで各部品の前記接続端子に前記塗膜を転写し、その後
各部品を前記基板に実装する、
　請求項１又は２に記載の部品実装機。
【請求項４】
　前記制御装置は、前記第１動作モードに基づいて制御したときの部品実装時間と前記第
２動作モードに基づいて制御したときの部品実装時間とを比較し、いずれか短い方の動作
モードを選択して制御を実行する、
　請求項３に記載の部品実装機。
【請求項５】
　前記制御装置は、オペレータが入力した動作モードに基づいて制御を実行する、
　請求項３に記載の部品実装機。
【請求項６】
　前記部品保持部は、前記部品を吸着して保持するノズルである、
　請求項１～５のいずれか１項に記載の部品実装機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、部品実装機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、ＸＹロボットによってＸＹ平面を移動可能なヘッドに複数のノズルを取り付
け、部品供給装置から供給される部品を複数のノズルに順次吸着し、吸着した後、ヘッド
を基板の上方へ運んで各部品を基板に実装する部品実装機が知られている。その場合、基
板の部品実装位置に予めはんだペーストを印刷しておくことがある。近年、部品サイズの
極小化に伴い基板に印刷されるペーストも少量になってきたため、設計通りにペーストを
印刷することが難しくなっている。こうしたことから、基板の部品実装位置にペーストを
印刷する代わりに、部品の下面に設けられた接続端子（ＢＧＡなど）にペーストの塗膜を
転写させる部品実装機が開発されている（例えば特許文献１参照）。その場合、塗膜には
部品ごとの転写エリアを互いに干渉しないように設定する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－１８２９８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、ノズルに吸着される部品は毎回同じ位置、同じ姿勢で吸着されるわけではな
く、部品の中心がノズルの中心から外れてしまったり部品が回転した状態で吸着されたり
する。そのような位置や姿勢のずれを考慮すると、転写エリアはなるべく大きなマージン
をとって設定する必要がある。そうすると、転写エリア同士の距離が長くなるため、ある
転写エリアで部品に塗膜を転写してからその隣りの転写エリアで次の部品に塗膜を転写す
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るまでのヘッドの移動距離が長くなり、ひいてはヘッドの移動時間が長くなって単位時間
当たりに処理できる基板の数量（スループット）が低下することがあった。
【０００５】
　本発明はこのような課題に鑑みなされたものであり、部品に塗膜を転写するタイプの部
品実装機において部品ごとの転写エリアを適切に設定できるようにすることを主目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の部品実装機は、
　複数の部品保持部を備えたヘッドと、
　前記ヘッドを移動可能なヘッド移動装置と、
　下面に接続端子を備えた部品を前記部品保持部に供給する部品供給装置と、
　前記部品保持部が保持した前記部品を撮像可能な撮像装置と、
　前記部品の接続端子に転写させるペーストの塗膜を提供する転写装置と、
　第１動作モードに基づいて前記ヘッド、前記ヘッド移動装置、前記部品供給装置、前記
撮像装置及び前記転写装置を制御する制御装置と、
　を備え、
　前記制御装置は、前記第１動作モードでは、前記部品供給装置から供給される前記部品
を前記ヘッドの複数の前記部品保持部に順次保持させた後、前記複数の部品保持部に保持
された部品を前記撮像装置に撮像させ、各部品の画像に基づいて各部品の位置及び／又は
姿勢を認識し、予め各部品の保持ずれによるマージンを見込まずに設定された各部品の転
写エリアで各部品の前記接続端子に前記塗膜が転写されるよう、各部品の位置及び／又は
姿勢に基づいて前記ヘッド及び前記ヘッド移動装置を制御し、その後各部品を基板に実装
する、
　ものである。
【０００７】
　この部品実装機は、第１動作モードでは、転写前に複数の部品保持部に保持された部品
を撮像装置に撮像させ、各部品の画像に基づいて各部品の位置及び／又は姿勢を認識する
。そして、予め各部品の保持ずれによるマージンを見込まずに設定された各部品の転写エ
リアで各部品の接続端子に塗膜が転写されるよう、各部品の位置及び／又は姿勢に基づい
てヘッド及びヘッド移動装置を制御する。このように第１動作モードでは、各部品の位置
及び／又は姿勢に基づいて各部品の転写エリアで各部品の接続端子に塗膜が転写されるよ
う制御するため、各部品の転写エリアが各部品の保持ずれによるマージンを見込まずにで
きるだけ小さく設定されていても、その転写エリア内で確実に塗膜を転写させることがで
きる。したがって、転写エリア間のヘッドの移動距離をできるだけ短くすることができる
。
【０００８】
　本発明の部品実装機において、
前記制御装置は、前記第１動作モードにおいて、設定された各部品の転写エリアで各部品
の前記接続端子に前記塗膜を転写した後、各部品を前記基板に実装する前に、前記複数の
部品保持部に保持された部品を前記撮像装置に撮像させ、各部品の画像に基づいて各部品
の前記接続端子に塗膜が良好に転写されたか否かを判定してもよい。こうすれば、塗膜が
良好に転写されたか否かを判定した上で各部品を基板に実装することになる。そのため、
例えば塗膜が良好に転写されていない部品については基板への実装を取りやめることがで
きる。
【０００９】
　本発明の部品実装機において、前記制御装置は、前記第１動作モードのほかに第２動作
モードに基づいて前記ヘッド、前記ヘッド移動装置、前記部品供給装置、前記撮像装置及
び前記転写装置を制御可能であり、前記第２動作モードでは、前記部品供給装置から供給
される前記部品を前記ヘッドの複数の前記部品保持部に順次保持させた後、予め各部品の
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保持ずれによるマージンを見込んで設定された各部品の転写エリアで各部品の前記接続端
子に前記塗膜を転写し、その後各部品を前記基板に実装してもよい。つまり、転写前に各
部品の位置や姿勢を認識する第１動作モードでは、その認識に時間を要するものの、各部
品の転写エリアをできるだけ小さく設定できるため転写エリア間のヘッドの移動時間を比
較的短くすることができる。一方、転写前に各部品の位置や姿勢を認識しない第２動作モ
ードでは、各部品の転写エリアは余裕をもって設定されているため転写エリア間のヘッド
の移動時間は比較的長くなるものの、各部品の位置や姿勢を認識する時間は不要になる。
【００１０】
　このように第１動作モードに基づく制御と第２動作モードに基づく制御が可能な本発明
の部品実装機において、前記制御装置は、前記第１動作モードに基づいて制御したときの
部品実装時間と前記第２動作モードに基づいて制御したときの部品実装時間とを比較し、
いずれか短い方の動作モードを選択して制御を実行してもよい。こうすれば、スループッ
トが良好な動作モードが自動的に選択されて制御が実行される。あるいは、前記制御装置
は、オペレータが入力した動作モードに基づいて制御を実行してもよい。こうすれば、オ
ペレータが希望する動作モードに基づいて制御が実行される。
【００１１】
　本発明の部品実装機において、前記部品保持部は、前記部品を吸着して保持するノズル
であることが好ましい。部品保持部は部品をロボットハンドなどで把持して保持するタイ
プ等であってもよいが、部品を吸着して保持するノズルの場合には吸着ずれが発生しやす
いため本発明を適用する意義が高い。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】部品実装機１０の斜視図。
【図２】部品実装機１０の電気的接続を示す説明図。
【図３】部品実装処理ルーチンのフローチャート。
【図４】各ノズル３５に吸着された部品Ｐの説明図。
【図５】第２動作モード処理ルーチンのフローチャート。
【図６】第２動作モードの転写エリア５８の説明図。
【図７】転写エリア５８が設定された塗膜５５の説明図。
【図８】部品Ｐを転写エリア５８にディップさせる様子を表す説明図。
【図９】第１動作モード処理ルーチンのフローチャート。
【図１０】第１動作モードの転写エリア５６の説明図。
【図１１】転写エリア５６が設定された塗膜５５の説明図。
【図１２】部品Ｐを転写エリア５６にディップさせる様子を表す説明図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明の好適な実施形態を図面を参照しながら以下に説明する。図１は部品実装機１０
の斜視図、図２は部品実装機１０の電気的接続を示す説明図である。なお、本実施形態に
おいて、左右方向（Ｘ軸）、前後方向（Ｙ軸）及び上下方向（Ｚ軸）は、図１に示した通
りとする。
【００１４】
　部品実装機１０は、図１に示すように、基板搬送装置１２と、ヘッド３０と、ノズル３
５と、パーツカメラ３８と、テープフィーダ４０と、転写ユニット５０と、各種制御を実
行する実装コントローラ６０（図２参照）とを備えている。
【００１５】
　基板搬送装置１２は、左右一対のコンベアレール１４，１４にそれぞれ取り付けられた
コンベアベルト１６，１６（図１では片方のみ図示）により基板Ｓを左から右へと搬送す
る。また、基板搬送装置１２は、基板Ｓの下方に配置された支持ピン１７により基板Ｓを
下から持ち上げてコンベアレール１４，１４のガイド部に押し当てることで基板Ｓを固定
し、支持ピン１７を下降させることで基板Ｓの固定を解除する。
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【００１６】
　ヘッド３０は、Ｘ軸スライダ２０の前面に着脱可能に取り付けられている。Ｘ軸スライ
ダ２０は、Ｙ軸スライダ２４の前面に設けられた左右方向に延びる上下一対のガイドレー
ル２２，２２にスライド可能に取り付けられている。Ｙ軸スライダ２４は、Ｙ軸ボールネ
ジ２５に螺合されたナット２３と一体化され、前後方向に延びる左右一対のガイドレール
２６，２６にスライド可能に取り付けられている。Ｙ軸ボールネジ２５は一端がＹ軸モー
タ２４ａに取り付けられ、他端が自由端となっている。Ｙ軸スライダ２４は、こうしたボ
ールネジ機構によってガイドレール２６，２６に沿ってスライドする。すなわち、Ｙ軸モ
ータ２４ａが回転すると、Ｙ軸ボールネジ２５が回転し、それに伴ってナット２３がＹ軸
スライダ２４と共にガイドレール２６，２６に沿ってスライドする。Ｘ軸スライダ２０は
、図示しないが、Ｙ軸スライダ２４と同様、Ｘ軸モータ２０ａ（図２参照）を備えたボー
ルネジ機構によってガイドレール２２，２２に沿ってスライドする。ヘッド３０は、Ｘ軸
スライダ２０が左右方向に移動するのに伴って左右方向に移動し、Ｙ軸スライダ２４が前
後方向に移動するのに伴って前後方向に移動する。
【００１７】
　ヘッド３０は、ノズル３５が装着されたノズルホルダ３６を円周方向に等間隔に複数本
（ここでは１２本）搭載したオートツール３４を備えている。オートツール３４は、ヘッ
ド３０の図示しない保持部に対して着脱可能に取り付けられている。ヘッド３０は、Ｒ軸
モータ３１と、θ軸モータ３２と、Ｚ軸モータ３３とを備えている。Ｒ軸モータ３１は、
オートツール３４をその軸心線（Ｒ軸）周りで回転させることで各ノズルホルダ３６に装
着されたノズル３５をオートツール３４の円周方向に旋回させる。θ軸モータ３２は、オ
ートツール３４に装着された各ノズルホルダ３６をその軸心線（θ軸）周りで回転（自転
）させる。Ｚ軸モータ３３は、ノズル３５の旋回軌道上の所定の昇降可能位置ＵＤ（図１
参照）でノズルホルダ３６を下降させる。ヘッド３０は、図示しないが、オートツール３
４を保持する保持部を昇降させる別のＺ軸モータも備えている。
【００１８】
　ノズル３５は、その先端が電磁弁を介して真空ポンプとエア配管とに選択的に連通され
るように構成されている。このノズル３５は、先端に負圧を作用させて部品を吸着（保持
）したり、先端に正圧を作用させて部品の吸着を解除（保持を解除）したりすることがで
きる。
【００１９】
　パーツカメラ３８は、デバイスパレット４２と基板搬送装置１２との間であって左右方
向の長さの略中央にて、撮像方向が上向きとなるように設置されている。このパーツカメ
ラ３８は、その上方を通過するノズル３５に吸着された部品を撮像する。
【００２０】
　テープフィーダ４０は、部品供給装置の一種であり、部品実装機１０の前方のデバイス
パレット４２に取り付けられている。デバイスパレット４２は、上面に多数のスロット（
図示せず）を有しており、テープフィーダ４０は、そのスロットに差し込まれている。テ
ープフィーダ４０は、テープが巻回されたリール４８を回転可能に保持している。テープ
には、図示しない複数の凹部がテープの長手方向に沿って並ぶように形成されている。各
凹部には、部品が収容されている。これらの部品は、テープの表面を覆う図示しないフィ
ルムによって保護されている。テープフィーダ４０には、部品吸着位置が定められている
。部品吸着位置は、ノズル３５が部品を吸着する設計上定められた位置である。テープが
テープフィーダ４０によって所定量後方へ送られるごとに、テープに収容された部品が順
次、部品吸着位置へ配置されるようになっている。部品吸着位置に至った部品は、フィル
ムが剥がされた状態になっており、ノズル３５によって吸着される。
【００２１】
　転写ユニット５０は、デバイスパレット４２のうちテープフィーダ４０によって占有さ
れていない複数のスロットに着脱自在に差し込まれている。転写ユニット５０は、丸皿５
１とスキージ５２とを備えている。丸皿５１は、ブロック状のベース５３に設けられた回
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転テーブル（図示せず）の上面に回転テーブルと一体となって軸回転するよう固定されて
いる。丸皿５１は、円形の底面とその底面を囲う側壁とを備えている。スキージ５２は、
図示しないペースト供給ラインから丸皿５１内に供給されたはんだペーストをならして所
定の厚みの塗膜５５を形成するものである。スキージ５２は、丸皿５１の半径方向に延び
出した状態でベース５３に固定されている。そのため、丸皿５１が回転すると、その丸皿
５１内のはんだペーストがスキージ５２によってならされて所定の厚みの塗膜５５が形成
される。
【００２２】
　実装コントローラ６０は、図２に示すように、ＣＰＵ６０ａを中心とするマイクロプロ
セッサとして構成されており、処理プログラムを記憶するＲＯＭ６０ｂ、各種データを記
憶するＨＤＤ６０ｃ、作業領域として用いられるＲＡＭ６０ｄなどを備えている。また、
実装コントローラ６０には、マウスやキーボードなどの入力装置６０ｅ、液晶ディスプレ
イなどの表示装置６０ｆが接続されている。この実装コントローラ６０は、テープフィー
ダ４０に内蔵されたフィーダコントローラ４７、転写ユニット５０に内蔵された転写コン
トローラ５７及び管理コンピュータ９０と、双方向通信可能なように接続されている。ま
た、実装コントローラ６０は、基板搬送装置１２、ヘッド３０、Ｘ軸モータ２０ａ、Ｙ軸
モータ２４ａ及びパーツカメラ３８へ制御信号を出力可能なように接続されている。また
、実装コントローラ６０は、パーツカメラ３８から画像信号を受信可能に接続されている
。
【００２３】
　管理コンピュータ９０は、図２に示すように、パソコン本体９２と入力デバイス９４と
ディスプレイ９６とを備えており、オペレータによって操作される入力デバイス９４から
の信号を入力可能であり、ディスプレイ９６に種々の画像を出力可能である。パソコン本
体９２のメモリには、生産ジョブデータが記憶されている。生産ジョブデータには、部品
実装機１０においてどの部品をどういう順番で基板Ｓへ実装するか、また、そのように実
装した基板Ｓを何枚作製するかなどが定められている。
【００２４】
   次に、部品実装機１０の実装コントローラ６０のＣＰＵ６０ａが、管理コンピュータ
９０から受信した生産ジョブに基づいて基板Ｓへ部品を実装する動作について説明する。
図３は、部品実装処理ルーチンのフローチャートである。
【００２５】
　まず、ＣＰＵ６０ａは、基板搬送装置１２を制御して基板Ｓを部品実装機１０内の所定
の保持位置（図１の基板Ｓの位置）まで搬入して位置決めする（ステップＳ１００）。続
いて、ＣＰＵ６０ａは、動作モードが第１及び第２動作モードのいずれに設定されている
かを認識する（ステップＳ２００）。ここでは、予めオペレータが入力装置６０ｅを介し
て第１及び第２動作モードのいずれかに設定しているものとする。設定された動作モード
はＲＡＭ６０ｄに記憶されているものとする。動作モードが第１動作モードに設定されて
いたならば、ＣＰＵ６０ａは第１動作モードに基づく制御を実行し（ステップＳ３００）
、その後基板搬送装置１２を制御して基板Ｓを部品実装機１０内から外部へ搬出し（ステ
ップＳ５００）、本ルーチンを終了する。一方、動作モードが第２動作モードに設定され
ていたならば、ＣＰＵ６０ａは第２動作モードに基づく制御を実行し（ステップＳ４００
）、その後ステップＳ５００を実行し、本ルーチンを終了する。
【００２６】
　次に、ステップＳ３００の第１動作モードに基づく制御とステップＳ４００の第２動作
モードに基づく制御について説明する。ここでは、説明の便宜上、先に第２動作モードに
基づく制御について説明し、その後第１動作モードに基づく制御について説明する。なお
、図４に示すように、各ノズル３５に吸着されている部品Ｐは、すべて同じであり、直方
体形状の本体の下面に複数のバンプＢを備えているものとして説明する。
【００２７】
　ＣＰＵ６０ａは、第２動作モードに基づく制御を、図５のフローチャートにしたがって
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実行する。図５は第２動作モード処理ルーチンのフローチャートである。
【００２８】
　まず、ＣＰＵ６０ａは、転写ユニット５０の丸皿５１に形成されたはんだペーストの塗
膜５５に、各ノズル３５に吸着された部品Ｐの転写エリア５８（図６及び図７参照）を、
吸着ずれによるマージン、具体的には位置ずれ及び回転ずれを考慮したマージンを見込ん
で設定する（ステップＳ４１０）。ノズル３５に吸着された部品Ｐは、部品Ｐの中心位置
がノズル３５の中心位置３５ｃ（図６参照）と一致し、且つ、所定の姿勢（ここでは部品
Ｐの長辺がＸ軸と平行で短辺がＹ軸と平行）となっていることが理想的である。しかし、
実際には、部品Ｐの中心位置がノズル３５の中心位置３５ｃからずれたり、部品Ｐの姿勢
が所定の姿勢から回転したりしていることが多い。このようなずれは小さい場合もあれば
大きい場合もある。第２動作モードの転写エリア５８は、図６に示すように、部品Ｐの中
心位置のずれや姿勢のずれが最大になった場合を考慮して設定されている。ずれの最大値
は、例えば部品Ｐをノズル３５に繰り返し吸着させたあと統計的に定めることができる。
図６には、ノズル３５に理想的な状態で吸着された部品Ｐを実線の長方形で示し、その理
想的な状態から回転した部品Ｐを１点鎖線で示す。ノズル３５に理想的な状態で吸着され
た部品Ｐの長方形状の各辺から長方形状の転写エリア５８の対応する各辺までの距離を、
後側マージンＭ１、前側マージンＭ２、左側マージンＭ３、右側マージンＭ４と称する。
このように転写エリア５８は吸着ずれによるマージンを見込んで設定されている。また、
転写エリア間距離ｄは、転写エリア５８に部品Ｐをディップしたときに生じる塗膜５５の
凹みがその隣の転写エリア５８に影響しない最小限距離だけ離れるように設定されている
。具体的には、転写エリア間距離ｄは、部品Ｐの外形のばらつきや、Ｘ軸、Ｙ軸、θ軸の
各方向に関するノズル３５の位置決めのばらつき等、吸着ずれ以外の要因によるばらつき
を考慮して設定されている。第２動作モードの転写エリア５８は、図７に示すように、丸
皿５１に形成された塗膜５５に縦３個、横４個の合計１２個設定されている。１２個の転
写エリア５８には、便宜上、序数を付して説明する。序数は、左後側の転写エリア５８を
１番目（＃１）とし、そこから端を発して右に進み、右端に達したあと一つ前に移動し、
そこから左に進み、左端に達したあと一つ前に移動し、そこから右に進んで右端に達する
ように番号を付す。また、オートツール３４が有する１２本のノズル３５も、１番目～１
２番目の転写エリア５８のそれぞれに対応して序数（１番目～１２番目）を付して説明す
る。
【００２９】
　続いて、ＣＰＵ６０ａは、ヘッド３０に保持されたオートツール３４の全ノズル３５に
部品Ｐを吸着させる（ステップＳ４２０）。具体的には、ＣＰＵ６０ａは、Ｘ軸スライダ
２０のＸ軸モータ２０ａ及びＹ軸スライダ２４のＹ軸モータ２４ａを制御して、１番目の
ノズル３５を、所望の部品Ｐを供給するテープフィーダ４０の部品吸着位置の真上に移動
させる。このとき、１番目のノズル３５を保持するノズルホルダ３６は所定の昇降可能位
置ＵＤに位置決めされている。続いて、ＣＰＵ６０ａは、そのノズルホルダ３６をＺ軸モ
ータ３３によって下降させ、１番目のノズル３５の先端に負圧を付与して部品Ｐを吸着さ
せる。その後、部品Ｐを吸着した１番目のノズル３５のノズルホルダ３６を元の高さまで
上昇させる。それと共に、ＣＰＵ６０ａは、２番目のノズル３５が旋回軌道上の昇降可能
位置ＵＤに配置されるようにＲ軸モータ３１によりオートツール３４をその軸心線（Ｒ軸
）周りで回転させる。また、ＣＰＵ６０ａは、Ｘ軸スライダ２０のＸ軸モータ２０ａ及び
Ｙ軸スライダ２４のＹ軸モータ２４ａを制御して、２番目のノズル３５を所望の部品Ｐを
供給するテープフィーダ４０の部品吸着位置の真上に移動させる。その後、２番目のノズ
ル３５の先端に部品Ｐを吸着させる。こうした操作を繰り返すことにより、ＣＰＵ６０ａ
は、１番目から１２番目までのノズル３５に部品Ｐを吸着させる。
【００３０】
　続いて、ＣＰＵ６０ａは、各ノズル３５に吸着された部品ＰのバンプＢに塗膜５５を転
写させる（ステップＳ４３０）。具体的には、ＣＰＵ６０ａは、Ｘ軸スライダ２０及びＹ
軸スライダ２４を制御して１番目のノズル３５の中心位置３５ｃを１番目の転写エリア５
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８の中心位置に一致させる。このとき、１番目のノズル３５を保持するノズルホルダ３６
は所定の昇降可能位置ＵＤに位置決めされている。ＣＰＵ６０ａは、Ｚ軸モータ３３を制
御して、そのノズルホルダ３６を下降させて１番目のノズル３５に吸着された部品Ｐのバ
ンプＢを１番目の転写エリア５８にディップさせる。図８はそのときの様子を示す概略説
明図である。図８にはディップ前の部品Ｐを実線で示し、ディップ中の部品Ｐを１点鎖線
で示した。また、スキージ５２の図示は省略した。転写エリア５８の中心位置に部品Ｐを
吸着したノズル３５の中心位置３５ｃを一致させた状態で部品Ｐを塗膜５５にディップす
れば、必ず部品Ｐは転写エリア５８内に収まる状態でディップされる。転写エリア５８は
、部品Ｐの中心位置のずれや姿勢のずれが最大になった場合を考慮して設定されているか
らである。その後、ＣＰＵ６０ａは、１番目のノズル３５のノズルホルダ３６を元の高さ
まで上昇させる。それと共に、ＣＰＵ６０ａは、２番目のノズル３５が旋回軌道上の昇降
可能位置ＵＤに配置されるようにＲ軸モータ３１によりオートツール３４をその軸心線（
Ｒ軸）周りで回転させる。また、ＣＰＵ６０ａは、Ｘ軸スライダ２０及びＹ軸スライダ２
４を制御して、その２番目のノズル３５の中心位置３５ｃを２番目の転写エリア５８の中
心位置に一致させる。その後、ＣＰＵ６０ａは、Ｚ軸モータ３３を制御して、そのノズル
ホルダ３６を下降させて２番目のノズル３５に吸着された部品ＰのバンプＢを２番目の転
写エリア５８にディップさせる。こうした操作を繰り返すことにより、ＣＰＵ６０ａは、
１番目から１２番目までのノズル３５に吸着された部品ＰのバンプＢに塗膜５５を転写さ
せる。なお、ＣＰＵ６０ａは、ステップＳ４３０の終了後、次回の転写に備えて転写ユニ
ット５０の丸皿５１を回転させてスキージ５２により塗膜５５を再生させる。
【００３１】
　続いて、ＣＰＵ６０ａは、部品Ｐの撮像及び検査を行う（ステップＳ４４０）。具体的
には、ＣＰＵ６０ａは、Ｘ軸スライダ２０及びＹ軸スライダ２４を制御して、オートツー
ル３４をパーツカメラ３８の上方に移動させ、各ノズル３５の先端に吸着された部品Ｐの
画像をパーツカメラ３８に撮影させる。ＣＰＵ６０ａは、オートツール５４を回転させな
いで１２個の部品Ｐを一括でパーツカメラ３８の視野に収めて撮影させる。続いて、ＣＰ
Ｕ６０ａは、パーツカメラ３８に撮影された画像に基づいて各ノズル３５に吸着された部
品Ｐの検査を実施する。ＣＰＵ６０ａは、各ノズル３５に部品Ｐが吸着されているか否か
を検査したり、部品ＰのバンプＢに塗膜５５が転写されているか否かを検査したり、部品
Ｐの中心位置や姿勢のずれを認識したりする。なお、ＣＰＵ６０ａは、検査結果に異常が
見つかったノズル３５については、その後の部品実装でそのノズル３５の処理をスキップ
する。
【００３２】
　続いて、ＣＰＵ６０ａは、各ノズル３５に吸着された部品Ｐを基板Ｓに実装する（ステ
ップＳ４５０）。具体的には、ＣＰＵ６０ａは、Ｘ軸スライダ２０及びＹ軸スライダ２４
を制御して、１番目のノズル３５に吸着された部品Ｐを基板Ｓの１番目の目標位置の上方
に運ぶ。このとき、ＣＰＵ６０ａは、部品Ｐの中心位置や姿勢のずれを考慮して、部品Ｐ
をその目標位置の上方に配置する。なお、１番目のノズル３５を保持するノズルホルダ３
６は所定の昇降可能位置ＵＤに位置決めされている。ＣＰＵ６０ａは、Ｚ軸モータ３３を
制御して、そのノズルホルダ３６を下降させて１番目のノズル３５に吸着された部品Ｐを
その目標位置に接近させ、そのノズル３５の先端に正圧を付与する。これにより部品Ｐは
基板Ｓの１番目の目標位置に実装される。その後、ＣＰＵ６０ａは、１番目のノズル３５
のノズルホルダ３６を元の高さまで上昇させる。それと共に、ＣＰＵ６０ａは、２番目の
ノズル３５が旋回軌道上の昇降可能位置ＵＤに配置されるようにＲ軸モータ３１によりオ
ートツール３４をその軸心線（Ｒ軸）周りで回転させる。また、ＣＰＵ６０ａは、Ｘ軸ス
ライダ２０及びＹ軸スライダ２４を制御して、その２番目のノズル３５に吸着された部品
Ｐを基板Ｓの２番目の目標位置の上方に運ぶ。その後、ＣＰＵ６０ａは、Ｚ軸モータ３３
を制御して、そのノズルホルダ３６を下降させて２番目のノズル３５に吸着された部品Ｐ
をその目標位置に接近させ、そのノズル３５に正圧を付与する。これにより部品Ｐは基板
Ｓの２番目の目標位置に実装される。こうした操作を繰り返すことにより、ＣＰＵ６０ａ
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は、１番目から１２番目までのノズル３５に吸着された部品Ｐを基板Ｓに実装する。
【００３３】
　続いて、ＣＰＵ６０ａは、基板Ｓに実装すべき部品をすべて実装したか否かを判定し（
ステップＳ４６０）、基板Ｓに実装すべき部品Ｐが残っていたならばステップＳ４２０に
戻り、基板Ｓに実装すべき部品をすべて実装したならばこのルーチンを終了する。
【００３４】
　次に、第１動作モードに基づく制御について説明する。ＣＰＵ６０ａは、第１動作モー
ドに基づく制御を、図９のフローチャートにしたがって実行する。図９は第１動作モード
処理ルーチンのフローチャートである。
【００３５】
　まず、ＣＰＵ６０ａは、転写ユニット５０の丸皿５１に形成されたはんだペーストの塗
膜５５に、各ノズル３５に吸着された部品Ｐの転写エリア５６を上述した吸着ずれによる
マージンを見込まずに設定する（ステップＳ３１０）。第１動作モードの転写エリア５６
は、図１０に示すように、部品Ｐの外形と同じ大きさに設定されており、吸着ずれによる
マージンを見込んで設定された転写エリア５８と比べると前後左右のマージンＭ１～Ｍ４
の分だけ小さい。転写エリア間距離ｄは、第２動作モードの場合と同様に設定される。第
１動作モードの転写エリア５６は、図１１に示すように、塗膜５５内に縦３個、横４個の
合計１２個設定される。これらの転写エリア５６も、便宜上、第２動作モードの場合と同
様、序数を付して説明する。
【００３６】
　続いて、ＣＰＵ６０ａは、ヘッド３０に保持されたオートツール３４の全ノズル３５に
部品Ｐを吸着させる（ステップＳ３２０）。この処理は、上述したステップＳ４２０と同
じであるため説明を省略する。
【００３７】
　続いて、ＣＰＵ６０ａは、部品Ｐの撮像及び認識を行う（ステップＳ３２５）。部品Ｐ
の撮像については、上述したステップＳ４４０の前段の処理と同じであるため説明を省略
する。撮像後、ＣＰＵ６０ａは、パーツカメラ３８に撮影された画像に基づいて各ノズル
３５に吸着された部品Ｐの中心座標の位置及び姿勢を認識する。具体的には、ＣＰＵ６０
ａは、部品Ｐの中心座標がノズル３５の中心座標からＸＹ方向にどれだけずれているかを
認識すると共に、部品Ｐの姿勢が理想的な姿勢（ここでは部品Ｐの長辺がＸ軸に平行で短
辺がＹ軸に平行となる姿勢）からどれだけ回転しているかを認識する。なお、ＣＰＵ６０
ａは、部品Ｐを吸着していないノズル３５が見つかった場合、その後のステップでそのノ
ズル３５の処理をスキップする。
【００３８】
　続いて、ＣＰＵ６０ａは、各ノズル３５に吸着された部品ＰのバンプＢに塗膜５５を転
写させる（ステップＳ３３０）。具体的には、ＣＰＵ６０ａは、Ｘ軸スライダ２０及びＹ
軸スライダ２４を制御して１番目のノズル３５に吸着された部品Ｐの中心位置を１番目の
転写エリア５８の中心位置に一致させる。また、ＣＰＵ６０ａは、θ軸モータ３２を制御
して１番目のノズル３５に吸着された部品Ｐの姿勢が理想的な姿勢になるようにノズルホ
ルダ３６を軸回転させる。このとき、１番目のノズル３５を保持するノズルホルダ３６は
所定の昇降可能位置ＵＤに位置決めされている。続いて、ＣＰＵ６０ａは、Ｚ軸モータ３
３を制御して、そのノズルホルダ３６を下降させて１番目のノズル３５に吸着された部品
ＰのバンプＢを１番目の転写エリア５６にディップさせる（図１２参照）。部品Ｐの中心
位置は転写エリア５６の中心位置と一致しており部品Ｐの姿勢は理想的な姿勢になってい
るため、部品Ｐの外形と同じ大きさに設定されている転写エリア５６に部品Ｐは精度よく
収まってディップされる。その後、ＣＰＵ６０ａは、１番目のノズル３５のノズルホルダ
３６を元の高さまで上昇させる。それと共に、ＣＰＵ６０ａは、２番目のノズル３５が旋
回軌道上の昇降可能位置ＵＤに配置されるようにＲ軸モータ３１によりオートツール３４
をその軸心線（Ｒ軸）周りで回転させる。また、ＣＰＵ６０ａは、Ｘ軸スライダ２０及び
Ｙ軸スライダ２４を制御して、その２番目のノズル３５に吸着された部品Ｐの中心位置を
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２番目の転写エリア５８の中心位置に一致させる。また、ＣＰＵ６０ａは、θ軸モータ３
２を制御して２番目のノズル３５に吸着された部品Ｐの姿勢が理想的な姿勢になるように
ノズルホルダ３６を軸回転させる。その後、ＣＰＵ６０ａは、Ｚ軸モータ３３を制御して
、そのノズルホルダ３６を下降させて２番目のノズル３５に吸着された部品ＰのバンプＢ
を２番目の転写エリア５６にディップさせる。こうした操作を繰り返すことにより、ＣＰ
Ｕ６０ａは、１番目から１２番目までのノズル３５に吸着された部品ＰのバンプＢに塗膜
５５を転写させる。なお、ＣＰＵ６０ａは、ステップＳ３３０の終了後、次回の転写に備
えて転写ユニット５０の丸皿５１を回転させてスキージ５２により塗膜５５を再生させる
。
【００３９】
　続いて、ＣＰＵ６０ａは、部品Ｐの撮像及び検査を行う（ステップＳ３４０）。部品Ｐ
の撮像については、上述したステップＳ４４０の前段の処理と同じであるため説明を省略
する。部品Ｐの検査については、ＣＰＵ６０ａは、バンプＢに塗膜５５が良好に転写され
ているか否かを検査する。バンプＢに塗膜５５が形成されている部分と形成されていない
部分とは、例えば画像の明度によって区別することができる。すなわち、バンプＢは金属
のため塗膜５５に比べて明度が高い。そのため、明度のしきい値を定めることで塗膜５５
が良好に転写されているか否かを判定することができる。なお、ＣＰＵ６０ａは、バンプ
Ｂへの塗膜５５の転写が良好でない部品Ｐが見つかった場合、その後のステップでそのノ
ズル３５の処理をスキップする。続いて、ＣＰＵ６０ａは、各ノズル３５に吸着された部
品Ｐを基板Ｓに実装する（ステップＳ３５０）。この処理は、上述したステップＳ４５０
と同じであるため説明を省略する。続いて、ＣＰＵ６０ａは、基板Ｓに実装すべき部品を
すべて実装したか否かを判定し（ステップＳ３６０）、基板Ｓに実装すべき部品Ｐが残っ
ていたならばステップＳ３２０に戻り、基板Ｓに実装すべき部品をすべて実装したならば
このルーチンを終了する。
【００４０】
　ここで、本実施形態の構成要素と本発明の構成要素との対応関係について説明する。本
実施形態のＸ軸スライダ２０、Ｘ軸モータ２０ａ、Ｙ軸スライダ２４及びＹ軸モータ２４
ａが本発明のヘッド移動装置に相当し、テープフィーダ４０が部品供給装置に相当し、パ
ーツカメラ３８が撮像装置に相当し、転写ユニット５０が転写装置に相当し、実装コント
ローラ６０が制御装置に相当する。また、ノズル３５が部品保持部に相当する。
【００４１】
　以上説明した部品実装機１０の第１動作モードでは、転写前に認識した各部品Ｐの中心
位置及び姿勢に基づいて、各部品Ｐの転写エリア５６で各部品ＰのバンプＢに塗膜５５が
転写されるよう制御する。そのため、各部品Ｐの転写エリア５６が各部品Ｐの吸着ずれに
よるマージンを見込まずに設定されていても、その転写エリア５６内で確実に塗膜５５を
転写させることができる。したがって、転写エリア間のヘッド３０の移動距離をできるだ
け短くすることができる。
【００４２】
　また、第１動作モードにおいて、部品ＰのバンプＢに塗膜５５が良好に転写されたか否
かを判定した上で各部品Ｐを基板Ｓに実装するため、例えば塗膜５５が良好に転写されて
いない部品Ｐについては基板Ｓへの実装を取りやめることができる。
【００４３】
　更に、転写前に各部品Ｐの中心位置や姿勢を認識する第１動作モードでは、第２動作モ
ードに比べて、ステップＳ３２５の処理に時間を要するものの、各部品Ｐの転写エリア５
６をできるだけ小さく設定するため転写エリア間のヘッド３０の移動時間を比較的短くす
ることができる。一方、転写前に各部品Ｐの中心位置や姿勢を認識しない第２動作モード
では、第１動作モードに比べて、各部品Ｐの転写エリア５８は余裕をもって大きく設定さ
れているため転写エリア間のヘッド３０の移動時間は比較的長くなるものの、ステップＳ
３２５を実施しないためその処理時間は不要になる。
【００４４】
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　更にまた、動作モードはオペレータによって設定されるため、オペレータが希望する動
作モードに基づいて制御が実行される。
【００４５】
　そしてまた、ヘッド３０の部品保持部として部品Ｐを吸着して保持するノズル３５を採
用したため、部品Ｐをロボットハンドなどで把持して保持するタイプに比べて吸着ずれが
発生しやすいことから本発明を適用する意義が高い。
【００４６】
　なお、本発明は上述した実施形態に何ら限定されることはなく、本発明の技術的範囲に
属する限り種々の態様で実施し得ることはいうまでもない。
【００４７】
　例えば、上述した実施形態では、動作モードはオペレータによって設定されたが、ＣＰ
Ｕ６０ａが動作モードを設定するようにしてもよい。具体的には、ＣＰＵ６０ａは、第１
動作モードに基づいて制御したときの部品実装時間と第２動作モードに基づいて制御した
ときの部品実装時間とを比較し、いずれか短い方の動作モードを選択して制御を実行して
もよい。こうすれば、スループットが良好な動作モードが自動的に選択されて制御が実行
される。その場合、両方の動作モードの部品実装時間は、シミュレーションを行うことに
より求めてもよいし、実際に処理を実行した結果から求めてもよい。部品実装時間は、同
じ生産ジョブを処理するのに要した時間であってもよいし、基板１枚あたりの部品実装に
要した時間としてもよい。
【００４８】
　上述した実施形態では転写エリア５６，５８を設定するにあたり、転写エリア５６，５
８の外形を設定したが、転写エリア５６，５８の中心座標を設定してもよい。第１動作モ
ードの転写エリア５６の外形や第２動作モードの転写エリア５８の外形は部品Ｐの大きさ
、位置のずれ量及び姿勢のずれ量等により予め決めておくことができる。そのため、その
転写エリア５６，５８の中心座標を設定しておけば、実質的に転写エリア５６，５８を設
定したときと同様に処理を実行することができる。
【００４９】
　上述した実施形態では、転写前に部品Ｐの中心位置及び姿勢の両方を認識して転写エリ
ア５６を設定したが、いずれか一方を認識して転写エリア５６を設定してもよい。例えば
位置を認識した場合には、位置ずれのマージンを見込まずに転写エリア５６を設定すれば
よく、姿勢を認識した場合には姿勢ずれのマージンを見込まずに転写エリア５６を設定す
ればよい。
【００５０】
　上述した実施形態では、オートツール３４の複数のノズル３５に吸着された部品Ｐはす
べて同じ部品として説明したが、必ずしもすべて同じ部品である必要はなく、異なる部品
が混ざっていてもよい。その場合、転写エリア５６，５８は各部品の大きさに応じて設定
すればよい。
【００５１】
　上述した実施形態では、転写ユニット５０ははんだペーストの塗膜５５を部品Ｐのバン
プＢに転写するものとしたが、特にこれに限定されるものではなく、例えばフラックスペ
ーストの塗膜を部品ＰのバンプＢに転写するものとしてもよい。
【００５２】
　上述した実施形態では、部品Ｐの下面に複数設けられたバンプＢに塗膜５５を転写する
場合を例示したが、特にこれに限定されるものではなく、例えばバンプＢの代わりにリー
ド端子に塗膜５５を転写するようにしてもよい。
【００５３】
　上述した実施形態では、部品供給装置としてテープフィーダ４０を例示したが、特にこ
れに限定されるものではなく、例えば部品供給装置として多数のトレイが上下方向に積層
されたマガジンを備えたトレイユニットを用いてもよい。
【００５４】
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　上述した実施形態では、部品保持部として部品を吸着可能なノズル３５を例示したが、
特にこれに限定されるものではなく、例えば部品を把持可能なハンドやアームを用いても
よい。また、ノズル３５の個数は１２個に限定されるものではなく、複数であればよい。
【００５５】
　上述した実施形態では、転写ユニット５０の容器として丸皿５１を例示したが、特にこ
れに限定されるものではなく、平面視が多角形状（例えば四角形状）の皿を採用してもよ
い。
【００５６】
　上述した実施形態では、スキージ５２を固定して丸皿５１を回転させる構成としたが、
丸皿５１を固定してスキージ５２を回転させる構成としてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００５７】
　本発明の部品実装機は、基板に電子部品を実装する際に利用可能である。
【符号の説明】
【００５８】
１０　部品実装機、１２　基板搬送装置、１４　コンベアレール、１６　コンベアベルト
、１７　支持ピン、２０　Ｘ軸スライダ、２０ａ　Ｘ軸モータ、２２　ガイドレール、２
３　ナット、２４　Ｙ軸スライダ、２４ａ　Ｙ軸モータ、２５　Ｙ軸ボールネジ、２６　
ガイドレール、３０　ヘッド、３１　Ｒ軸モータ、３２　θ軸モータ、３３　Ｚ軸モータ
、３４　オートツール、３５　ノズル、３５ｃ　中心位置、３６　ノズルホルダ、３８　
パーツカメラ、４０　テープフィーダ、４２　デバイスパレット、４７　フィーダコント
ローラ、４８　リール、５０　転写ユニット、５１　丸皿、５２　スキージ、５３　ベー
ス、５４　オートツール、５５　塗膜、５６　転写エリア、５７　転写コントローラ、５
８　転写エリア、６０　実装コントローラ、６０ａ　ＣＰＵ、６０ｂ　ＲＯＭ、６０ｃ　
ＨＤＤ、６０ｄ　ＲＡＭ、６０ｅ　入力装置、６０ｆ　表示装置、９０　管理コンピュー
タ、９２　パソコン本体、９４　入力デバイス、９６　ディスプレイ、Ｂ　バンプ、Ｍ１
　後側マージン、Ｍ２　前側マージン、Ｍ３　左側マージン、Ｍ４　右側マージン、Ｐ　
部品、Ｓ　基板、ＵＤ　昇降可能位置。



(13) JP 6796363 B2 2020.12.9

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】



(14) JP 6796363 B2 2020.12.9

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】



(15) JP 6796363 B2 2020.12.9

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２０１５－１４２００７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－２６６３３０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－１６４６９９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１０－１６５７０２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０５Ｋ　　１３／００－１３／０８
              Ｈ０５Ｋ　　　３／３４　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

